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国際日本文化研究センター研究教育職員候補者選考規則（以下「規則」という。） 

第２条に関し、以下のとおり申し合わせる。 

１ 国際研究企画室及び総合情報発信室の准教授候補者に係る選考委員会の構成について

は、第２条第２項の規定にかかわらず、同項第３号の委員を加えないことができるもの

とする。 

２ この申合せは、平成１６年７月１５日から適用する。 

 

   附 則 

この申合せは、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則 

この申合せは、令和４(2022)年４月１日から適用する。 

 

 


